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令和 ４ 年 ２ 月 22 日

第 １３４８４ 号（火曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第60号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認

可した。

　　令和４月２月22日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

施行者の名称 都市計画事業の種類及び名称 事　　業　　地 事業施行期間

金 沢 市 平成27年石川県告示第293号

金沢都市計画道路事業

３・３・４号北安江出雲線

⑴　収用の部分

　　変更なし

⑵　使用の部分

　　なし

平成27年６月16日から

令和11年３月31日まで

公　　　　　　　　告

予防接種を行う医師に係る公告

　市町長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項の規定により行う予防接種について、予防接種法施行令

（昭和23年政令第197号）第４条第１項本文の規定により、当該市町長の要請に応じて当該予防接種を行う医師の氏名

及び予防接種を行う場所は、次のとおりである。

　　令和４年２月22日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　Ａ類疾病及びＢ類疾病

医師の氏名
医師が協力を

承諾した市町
予　防　接　種　を　行　う　主　た　る　場　所

古 屋 光 平 県内全域 鳳珠郡穴水町川島タの８　公立穴水総合病院

宮 本 圭 介 〃 〃

工 藤 誠 也 〃 〃

秦 　 義 之 〃 〃

竹 村 悠 太 〃 輪島市山岸町は１番１地　市立輪島病院

田　中　悠貴子 〃 羽咋郡志賀町富来地頭町７の110番地１　町立富来病院

門 本 　 卓 〃 〃

　　　　告　　　示
○都市計画事業の事業計画の変更の認可 （都市計画課）　１

　　　　公　　　告
○予防接種を行う医師に係る公告 （健康推進課）　１

○予防接種を行う医師の承諾撤回公告 （　　同　　）　２

○公共測量終了公告 （監　理　課）　２

○令和４年二級建築士試験及び木造建築士試験の公告

 （建築住宅課）　３
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西 木 久 史 〃 〃

多 賀 史 晃 〃 〃

二ツ谷　剛　俊 〃 〃

森 下 　 肇 〃 能美市辰口町654－１　医療法人社団もりした整形外科クリニック

２　Ｂ類疾病のみ

医師の氏名
医師が協力を

承諾した市町
予　防　接　種　を　行　う　主　た　る　場　所

村 上 眞 也 県内全域 小松市園町ホ35番地　介護老人保健施設さくら園

小 林 雅 明 〃 珠洲市野々江町ユ部１番地１　珠洲市総合病院

土 地 宏 朋 〃 〃

早稲田　洋　平 〃 金沢市駅西本町２丁目５番20号　わせだ＠ホームクリニック

予防接種を行う医師の承諾撤回公告

　市町長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項の規定により行う予防接種について、予防接種法施行令

（昭和23年政令第197号）第４条第１項本文の承諾を撤回した医師の氏名及び予防接種を行う場所は、次のとおりであ

る。

　　令和４年２月22日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　Ａ類疾病及びＢ類疾病

医師の氏名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所 承諾撤回年月日

釜 蓋 明 輝 輪島市山岸町は１番１地　市立輪島病院 令和３年９月30日

２　Ｂ類疾病のみ

医師の氏名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所 承諾撤回年月日

中 原 光 尊 珠洲市野々江町ユ部１番地１　珠洲市総合病院 令和３年12月31日

土 定 靖 典 〃 〃

大 山 公 典
金沢市京町20番３号　

公益社団法人石川勤労者医療協会　城北病院
〃

〃
金沢市京町23番５号　

公益社団法人石川勤労者医療協会　城北診療所
〃

公共測量終了公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整

備局金沢河川国道事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

　　令和４年２月22日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域

公 共 測 量

（航 空 レ ー ザ 計 測）

令和３年６月１日から

令和４年１月26日まで

手取川河口部（石川県白山市の一部、

川北町の一部、能美市の一部）

公 共 測 量

（空 中 写 真 測 量）

令和３年８月１日から

令和４年１月７日まで

石川県加賀市、小松市、能美市、白山市、

金沢市の海岸

公 共 測 量

（航 空 レ ー ザ 計 測）

令和３年９月27日から

令和４年１月７日まで
石川県加賀市、白山市の海岸



3令和４年２月 22日（火曜日） 第 1 3 4 8 4 号石　川　県　公　報

令和４年二級建築士試験及び木造建築士試験の公告

　建築士法（昭和25年法律第202号）第13条の規定による令和４年二級建築士試験及び木造建築士試験を公益財団法

人建築技術教育普及センターに委託し、次のとおり実施する。

　　令和４年２月22日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　試験の日時

　⑴　二級建築士試験

　　ア　学科の試験

　　　　令和４年７月３日（日）　午前10時10分から午後５時20分まで

　　イ　設計製図の試験

　　　　令和４年９月11日（日）　午前11時から午後４時まで

　⑵　木造建築士試験

　　ア　学科の試験

　　　　令和４年７月24日（日）　午前10時10分から午後５時20分まで

　　イ　設計製図の試験

　　　　令和４年10月９日（日）　午前11時から午後４時まで

２　試験場

　⑴　二級建築士試験

　　ア　学科の試験

　　　　金沢市角間町

　　　　金沢大学

　　イ　設計製図の試験

　　　　金沢市鞍月２丁目１番地

　　　　石川県地場産業振興センター

　⑵　木造建築士試験

　　ア　学科の試験

　　　　金沢市角間町

　　　　金沢大学

　　イ　設計製図の試験

　　　　金沢市鞍月２丁目１番地

　　　　石川県地場産業振興センター

３　受験申込手続

　 　受験申込手続については、公益財団法人建築技術教育普及センターの定めるところによる。

４　その他

　⑴ 　設計製図の課題は、令和４年６月８日（水）（予定）から公益財団法人建築技術教育普及センターのホームペー

ジ（https://www.jaeic.or.jp/）において公表する。

　⑵ 　受験申込書及び受験要領の請求、詳細な点についての問合せ等は、公益財団法人建築技術教育普及センター又

は一般社団法人石川県建築士会へすること。 
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